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高齢者雇用の総合誌『エルダー』2024.7掲載記事から抜粋

新任人事担当者
のための

この冊子は、高齢者雇用の現状や課題、取組
みを推進するうえでのポイントなどについて、
マンガを交えて、わかりやすく解説していま
す。

改正高年齢者雇用安定法の施行により70
歳までの就業機会の確保が企業の努力義務
となって３年。65歳、70歳を超えた雇用・就
業確保の実現に向け、新任人事担当者はもち
ろん、ベテラン担当者や経営者の方も含めて、
是非ご一読ください。



高齢者雇用の現状と課題高齢者雇用の現状と課題
田
た
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お
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Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
株
式
会
社
は
従
業
員
約
１
０
０
人
の
食
品
製
造
業
。
定
年
65
歳
、
希
望
者
全
員
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に
〜

は
じ
め
に
〜

５
人
に
１
人
は
高
齢
社
員

５
人
に
１
人
は
高
齢
社
員

1「
少
子
高
齢
化
」、「
人
口
減
少
」の
言
葉
を
よ
く
耳
に

し
ま
す
。
日
本
の
総
人
口
は
２
０
０
８（
平
成
20
）年

を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
転
じ
た
こ
と
が
理
由
で
す
。

ま
た
、
労
働
力
人
口
は
１
９
９
０
年
の
６
３
８
４
万
人

か
ら
２
０
２
３（
令
和
５
）年
の
６
９
２
５
万
人
へ
と

増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
60
歳
以
上
の
比
率
は

11・５
％
か
ら
21・６
％
へ
と
拡
大
し
て
お
り
※１
、現
在
、

労
働
者
の
５
人
に
１
人
は
高
齢
労
働
者
の
状
況
に
あ
り

ま
す
。

日
本
経
済
の
活
力
を
今
後
も
維
持
す
る
に
は
働
き
手

を
増
や
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
わ
が
国
の
重
要
な

政
策
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
と
も
な
う
個
々
の
労
働
者
の
特

性
や
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
て
い
る
な
か
、
将
来
も
安
心

し
て
暮
ら
す
た
め
に
長
く
働
き
た
い
と
考
え
る
労
働
者

も
増
え
て
お
り
、
高
齢
期
に
な
っ
て
も
能
力
や
経
験
を

活
か
し
て
活
躍
で
き
る
環
境
の
整
備
が
い
っ
そ
う
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、

高
齢
者
雇
用
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
高
年
齢
者
雇
用
安
定

法（
以
下
、「
高
齢
法
」）は
令
和
期
に
入
っ
た
２
０
２

０
年
に
改
正（
２
０
２
１
年
４
月
施
行
）さ
れ
、
新
た

に「
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
」の
努
力
義
務
化
が
企
業

に
課
せ
ら
れ
、
令
和
期
の
高
齢
者
雇
用
は
70
歳
就
業
時

代
に
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
マ
ン
ガ
に
登
場
す

る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
株
式
会
社
の
雇
用
制
度
が「
65
歳

定
年
＋
希
望
者
全
員
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
」と
し
て

い
る
の
は
、
今
回
の
高
齢
法
改
正
に
対
応
し
て
整
備
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
の
春
の
人
事
異
動
で
人
事
部
に
着
任
し
た
焼
立

さ
ん
の
よ
う
に
、
読
者（
新
任
の
人
事
担
当
者
を
念
頭

に
置
い
て
い
ま
す
）
の
み
な
さ
ん
は
、
現
在
の
高
齢
者

雇
用
を
理
解
す
る
の
が
た
い
へ
ん
か
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
総
論
で
は
高
齢
者
雇
用
に
影
響
を
与
え
る
改
正

さ
れ
た
高
齢
法
の
概
要
を
ふ
り
返
る
と
と
も
に
、
政
府

統
計
か
ら
高
齢
者
雇
用
の
現
状
を
確
認
し
、
70
歳
就
業

時
代
に
向
け
た
課
題
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

改
正
さ
れ
た

改
正
さ
れ
た

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
概
要

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
概
要

2改
正
さ
れ
た
高
齢
法（
以
下
、「
新
高
齢
法
」）の
ポ

イ
ン
ト
は
、
事
業
主（
以
下
、「
企
業
」）
が
高
齢
者
の

多
様
な
特
性
や
ニ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
、
70
歳
ま
で
の
就
業

機
会
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
旧
高
齢
法
の
規
定
で
あ
る

「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」に
加
え
、
多
様
な
選
択

肢
を
制
度
と
し
て
設
け
る「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置

（
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
）」の
努
力
義
務
が
企
業

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
す（
図
表
１
）。

旧
高
齢
法
の
規
定
は
次
の
二
つ
で
す
。
第
一
に
企
業

が
定
年
を
定
め
る
場
合
は
60
歳
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
そ
の
う
え
で
65
歳
ま
で
の
雇
用

機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
企
業
に
対
し
て
図
表
２
の
上

段
に
示
す
三
つ
の
制
度
の
い
ず
れ
か
を
、「
高
年
齢
者

雇
用
確
保
措
置
」（
以
下
、「
雇
用
確
保
措
置
」）と
し
て

講
じ
る
義
務
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
企

業
は
65
歳
ま
で
自
社
あ
る
い
は
自
社
の
グ
ル
ー
プ
企
業
※1　総務省統計局「労働力調査」

※筆者作成

図表１　新高齢法と旧高齢法の比較

〈義務〉
高年齢者雇用確保措置

（65歳までの雇用確保措置）

〈義務〉
高年齢者雇用確保措置

（65歳までの雇用確保措置）

〈努力義務〉
高年齢者就業確保措置

（70歳までの就業確保措置）

《旧高齢法》 《新高齢法（2021年4月施行）》
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し
て
起
業
し
た
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
な
っ
た
者
と
業

務
委
託
契
約
を
結
ん
で
仕
事
に
従
事
し
て
も
ら
う
方

法
、
⑤
は
企
業
が
行
う
社
会
貢
献
活
動
に
自
社
の
高
齢

社
員
を
従
事
さ
せ
る
方
法
で
す
。
働
く
人
た
ち
の
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
働
き
方
が
誕
生
し
て
い
ま
す
が
、

高
齢
者
で
も
同
様
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
、
今
回
の
改
正
で
創
業
支
援
等
措
置
が
新
た
に
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
創
業
支
援
等
措
置
を
導
入
す
る
場

合
、
企
業
は
過
半
数
労
働
組
合
等
※２
の
同
意
を
得
て
導

入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
65
歳
以
降
は
自
社（
自
社
グ
ル
ー
プ
）

で
の「
雇
用
」に
限
定
せ
ず
、他
社
で
の
雇
用
や
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
と
し
て
の
業
務
委
託
な
ど
の
働
く
場
の
選
択
肢

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら「
就
業
」と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。高

齢
者
雇
用
の
現
状
〜

高
齢
者
雇
用
の
現
状
〜

雇
用
と
就
業
の
状
況

雇
用
と
就
業
の
状
況

3高
齢
者
雇
用
の
現
状
を
政
府
統
計
か
ら
確
認
し
て
み

ま
す
。
図
表
３
は
高
齢
法
の
改
正
に
あ
わ
せ
た
２
０
０

６
年（
２
０
０
４
年
改
正
の「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
義
務
化
」の
施
行
年
）、２
０
１
３
年（
２
０
１
２
年

改
正
の「
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限
定
で
き
る
仕

組
み
の
廃
止
」の
施
行
年
）、２
０
２
１
年（
２
０
２
０

年
の「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
努
力
義
務
化
」の

施
行
年
）の
３
時
点
の
高
齢
者
の
雇
用
と
就
業
の
状
況

で
「
雇
用
」す
る
場
の
設
置
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

新
高
齢
法
で
は
、
上
記
の
雇
用
確
保
措
置
に
加
え
て

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
企
業
に
対

し
て
図
表
２
の
下
段
に
示
す
五
つ
の
制
度
の
い
ず
れ
か

を「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
」（
以
下
、「
就
業
確
保

措
置
」）と
し
て
講
じ
る
努
力
義
務
が
新
た
に
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

旧
高
齢
法
と
比
べ
た
新
高
齢
法
の
お
も
な
特
徴
は
次

の
2
点
で
す
。
第
一
は
「
自
社
グ
ル
ー
プ
外
で
の
継
続

雇
用
が
可
能
に
な
っ
た
」こ
と
で
す
。
③
の
継
続
雇
用

制
度
（
再
雇
用
制
度
・
勤
務
延
長
制
度
）
の
導
入
に
つ

い
て
、
雇
用
確
保
措
置
で
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
雇

用
は
自
社
と
特
殊
関
係
事
業
主（
自
社
の
子
法
人
等
、

親
法
人
等
、
親
法
人
等
の
子
法
人
等
、
関
連
法
人
等
、

親
法
人
等
の
関
連
法
人
等
）の
み
で
し
た
が
、
就
業
確

保
措
置
で
は
65
歳
以
上
70
歳
未
満
の
高
齢
者
に
対
し
そ

れ
ら
に
加
え
て
、「
他
の
事
業
主
」が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
自
社
の
高
齢
社
員
が
継
続
雇
用
制
度
で
働

く
場
が
自
社
や
自
社
グ
ル
ー
プ
に
と
ど
ま
ら
ず
他
社
や

他
社
グ
ル
ー
プ
企
業
に
拡
大
さ
れ
た
点
で
す
。

第
二
は「
雇
用
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」が
可
能
に
な
っ

た
こ
と
で
す
。
就
業
確
保
措
置
の
①
〜
③
の
制
度
は
こ

れ
ま
で
の
自
社
あ
る
い
は
他
社
で「
雇
用
さ
れ
る
働
き

方
」（
以
下
、「
雇
用
措
置
」）で
あ
る
の
に
対
し
、
④
と

⑤
の
制
度
は「
雇
用
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」で「
創
業

支
援
等
措
置
」と
呼
ば
れ
ま
す
。
④
は
会
社
か
ら
独
立

※２　 過半数労働組合等…… 労働者の過半数を代表する労働組合がある場合には労働組合を、労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過
半数を代表する者をそれぞれさす

（注）「特殊関係事業主」とは自社の子法人等、親法人等、親法人等の子法人等、関連法人等、親法人等の関連法人等を示す
出典：厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」（https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf）をもとに筆者作成

図表２　新高齢法の概要
制 度 内 容

高年齢者雇用確保措置
（雇用確保措置）

〔義務〕

① 65歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③  65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
（特殊関係事業主〔子会社・関連会社等〕によるものを含む）

高年齢者就業確保措置
（就業確保措置）
〔努力義務〕

① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③  70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

雇用措置
（雇用される働き方）

創業支援等措置
（雇用によらない働き方）
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12
・
６
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
）は
２
０
０
６
年
か
ら
２
０

１
３
年
へ
の
そ
れ（
52
・
６
％
↓
58
・
９
％
：
６
・
３

ポ
イ
ン
ト
の
増
加
）と
比
べ
て
大
き
く
、
多
く
の
企
業

で
一
般
的
な
定
年
年
齢
の
60
歳
を
迎
え
た
高
齢
者
が
引

き
続
き
働
い
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
実
質
65
歳
定
年
を
迎
え
た
後
の
60
代
後
半
層（
65

〜
69
歳
）の
3
時
点
の
就
業
状
況
の
推
移
に
つ
い
て
も
、

60
代
前
半
層
と
同
じ
傾
向（
①
右
肩
上
が
り
増
加
傾
向
、

②
２
０
０
６
年
か
ら
２
０
１
３
年
の
上
が
り
方
に
比
べ

た
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
２
１
年
ま
で
の
上
が
り
方
が

大
き
い
こ
と
）
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
60
代
前
半
層
の
就

業
状
況
が
増
え
て
い
る
の
は
年
金
受
給
開
始
年
齢
の
引

上
げ
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
60
代

後
半
層
の
就
業
状
況
の
推
移
―
―
水
準
は
60
代
前
半
層

よ
り
低
い
も
の
の
、
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
―
―
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
１
年
現
在
、
65
歳
以
上
の
約

4
人
に
1
人（
25
・
１
％
）が
、
70
歳
以
上
は
約
５
・

５
人
に
1
人
（
18
・
１
％
）
が
働
い
て
い
る
状
況
に
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
雇
用
は
70
歳
就
業
時
代
に
向

け
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に
〜
経
営
成
果
に
貢
献
し
続
け
る

お
わ
り
に
〜
経
営
成
果
に
貢
献
し
続
け
る

た
め
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
と
職
務
開
発

た
め
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
と
職
務
開
発

4大
き
な
社
員
集
団
と
な
っ
て
い
る
高
齢
社
員
が
65
歳

ま
で
働
く
こ
と
が
日
常
の
光
景
と
な
り
、
し
か
も
60
代

を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

企
業
の
雇
用
状
況
に
つ
い
て
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保

措
置
を
実
施
し
て
い
る
企
業（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
実
施
企
業
）の
割
合
は
右
肩
上
が
り
の
拡
大
傾
向
に

あ
り
ま
す（
２
０
０
６
年
：
84
・
０
％
、２
０
１
３
年
：

92
・
８
％
、２
０
２
１
年
：
99
・
９
％
※３
）。
特
に
２
０

１
２
年
改
正
の
「
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限
定
で

き
る
仕
組
み
の
廃
止
」
は
実
質
65
歳
定
年
制
※４
に
向
け

た
転
機
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
65
歳
ま
で
の
雇

用
環
境
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
あ
わ

せ
て
希
望
者
全
員
が
65
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
の

割
合（
２
０
０
６
年
：
34
・
０
％
、
２
０
１
３
年
：

62
・
４
％
、
２
０
２
１
年
：
83
・
５
％
）も
右
肩
上
が

り
の
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
２
０
２
１
年
で
は
約
８
割
の

高
水
準
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
70
歳
以
上
ま
で
働
け
る

企
業
の
割
合
は
低
い
水
準（
２
０
０
６
年
：
11
・
６
％
、

２
０
１
３
年
：
16
・
７
％
、
２
０
２
１
年
：
35
・
7
％
）

に
あ
る
も
の
の
、
70
歳
就
業
時
代
に
向
け
て
着
実
に
そ

の
割
合
は
増
え
て
お
り
、
２
０
２
１
年
で
は
約
４
割
に

達
し
て
い
ま
す
。

次
に
高
齢
者
の
就
業
状
況
を
確
認
す
る
と
、
60
歳
か

ら
64
歳
ま
で
の「
60
代
前
半
層
」の
推
移
は
２
０
０
６

年（
52
・
６
％
）、
２
０
１
３
年（
58
・
９
％
）、
２
０

２
１
年（
71
・
５
％
）と
右
肩
上
が
り
の
増
加
傾
向
に

あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
２
１
年

ま
で
の
7
年
間
の
上
が
り
方（
58
・
９
％
↓
71
・
５
％
：

※３　2021年は51人以上の規模の集計が行われていないため、31人以上の規模企業の値
※４　60歳以降は必ずしも正社員ではなくほかの雇用形態に変わることもあるが、65歳まで働くことができるため「実質65歳定年制」と呼んでいる

（注）   「雇用状況」は 51人以上規模企業。（　）は 31人以上規模企業で各年 6月1日時点の割合、2021年は「51人以上規模企業」の集計は
行われていない。「就業率」は1年の平均値

出典：厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」、総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者作成

図表３　高年齢者の雇用状況と就業状況 （単位：％）

2006年
（平成18年）

2013年
（平成25年）

2021年
（令和３年）

2004年改正の「高年齢者
雇用確保措置義務化」の
施行年

2012年改正の「継続雇用
制度の対象者を限定でき
る仕組みの廃止」の施行年

2020年改正の「高年齢者
就業確保措置の努力義務
化」の施行年

雇用状況

高年齢者雇用確保措置実施企業 84.0 92.8(92.3) (99.9)

希望者全員が65歳以上まで働ける企業 34.0 62.4(66.5) (83.5)

70歳以上まで働ける企業 11.6 16.7(18.2) (35.7)

就業状況

60～64歳 52.6 58.9 71.5 

65～69歳 34.6 38.7 50.3 

65歳以上 19.4 20.1 25.1 

70歳以上 13.3 13.1 18.1 
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し
か
し
、
高
齢
社
員
の
仕
事
内
容
が
変
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
加
齢
に
と
も
な
う
身
体
機
能
の
低
下
に
よ

り
継
続
で
き
な
い
場
合
な
ど
が
代
表
例
で
す
。
加
齢
に

と
も
な
う
身
体
機
能
の
低
下
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
現
象
で
す
。
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
よ
う
に
製
造
業

な
ど
身
体
的
負
荷
を
と
も
な
う
業
務
の
職
場
は
、
高
齢

社
員
の
労
働
災
害
の
発
生
リ
ス
ク
が
あ
る
職
場
で
す
。

高
齢
社
員
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
経
営
成
果
へ
の
貢
献

を
継
続
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
り
ま
す
。
労
働
災

害
を
予
防
し
、
高
齢
社
員
に
活
き
活
き
と
活
躍
し
て
も

ら
う
に
は
、
職
場
環
境
の
改
善
が
必
要
に
な
り
ま
す
が

（
解
説
３
で
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
ま
す
）、
や
は
り
限
界

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
、
高
齢
社
員
の
戦

力
化
を
進
め
て
い
る
企
業
で
は
、
長
年
の
職
業
人
生
を

通
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
能
力
・
ス
キ
ル
、
経
験
・
ノ

ウ
ハ
ウ
な
ど
を
蓄
積
し
て
い
る
高
齢
社
員
の
優
位
性
を

活
か
し
て
、
若
手
社
員
の
指
導
や
育
成
を
担
当
さ
せ
て

い
ま
す
。
高
齢
社
員
が
活
躍
で
き
る
よ
う
新
た
に
仕
事

を
用
意
す
る
こ
と
（「
職
務
開
発
」）、
仕
事
内
容
を
見

直
す
こ
と
（「
職
務
再
設
計
」）
な
ど
の
仕
事
内
容
の
棚

卸
し
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

識
・
ス
キ
ル
や
技
術
で
活
用
す
る
こ
と（
以
下
、「
現

有
能
力
の
活
用
」）が
で
き
ま
し
た
が
、
70
歳
就
業
と

な
る
と
そ
の
期
間
が
10
年
に
延
び
て
し
ま
い
ま
す
。
し

か
も「
10
年
」と
い
う
期
間
で
社
会
を
は
じ
め
市
場
や

技
術
は
変
化
す
る
の
で
、
現
有
能
力
の
活
用
だ
け
で
継

続
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
組
織
運
営

上
の
観
点
か
ら
役
職
定
年
を
導
入
す
る
企
業
が
大
企
業

を
中
心
に
普
及
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
役
職
定
年
の

年
齢
を
55
歳
と
し
た
場
合
、
現
場
で
の
就
労
期
間
が
15

年
に
延
び
ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
後
は
70
歳
ま
で
活
躍

で
き
る
よ
う
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
や
現
有
能
力
の
更
新
・

進
化
に
向
け
た
リ
ス
キ
リ
ン
グ
な
ど
の
キ
ャ
リ
ア
支
援

体
制
の
さ
ら
な
る
拡
充
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。二

つ
め
は
、
仕
事
内
容
の
棚
卸
し（
職
務
開
発
・
職

務
再
設
計
）で
す
。
継
続
雇
用
後
の
高
齢
社
員
の
仕
事

内
容
は
定
年
時
の
仕
事
を
継
続
す
る
の
が
基
本
で
す

（
管
理
職
は
離
れ
る
の
で
職
責
は
変
わ
り
ま
す
）。企
業
、

高
齢
社
員
双
方
に
と
っ
て
最
も
合
理
的
で
あ
る
か
ら
で

す
。
高
齢
社
員
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
つ
ち
か
っ
て

き
た
知
識
・
ス
キ
ル
や
技
術
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
ま

す
し
、
企
業
に
と
っ
て
も
新
た
な
仕
事
、
定
年
時
の
仕

事
と
は
異
な
る
仕
事
を
担
当
さ
せ
る
場
合
の
必
要
な
知

識
・
ス
キ
ル
や
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の
能
力
開
発
コ

ス
ト
が
不
要
に
な
り
ま
す
（
た
だ
し
、
現
有
能
力
の
更

新
・
進
化
で
発
生
す
る
能
力
開
発
コ
ス
ト
は
別
で
す
）。

後
半
層
の
約
半
数
が
就
業
し
て
い
る
今
日
、
70
歳
ま
で

の
就
業
環
境
の
整
備
が
企
業
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
と

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
高
齢
者
雇
用

の
今
後
の
お
も
な
課
題
を
取
り
上
げ
る
と
、
次
の
２
点

で
す
。

一
つ
は
、
キ
ャ
リ
ア
支
援
体
制
の
さ
ら
な
る
拡
充
で

す
。
70
歳
ま
で
の
就
業
環
境
の
整
備
に
必
要
な
の
は
、

ま
ず
は
70
歳
ま
で
就
業
で
き
る
雇
用
制
度
の
整
備
で

す
。
例
え
ば
、「
65
歳
定
年
制
＋
希
望
者
全
員
の
70
歳

ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
」
に
見
直
し
た
、
マ
ン
ガ
の
Ｊ

Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
雇
用
制
度
改
定
で
す
。
さ
ら
に
、
そ

れ
に
あ
わ
せ
て
人
事
処
遇（
賃
金
・
評
価
）制
度
の
見

直
し
も
必
要
に
な
り
ま
す（
解
説
１
で
あ
ら
た
め
て
紹

介
し
ま
す
）。

雇
用
制
度
と
人
事
処
遇
制
度
の
改
定
に
取
り
組
め
ば

70
歳
ま
で
の
就
業
環
境
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
齢
社
員
に
は
、
そ
の
環
境
の
も
と

で
活
躍
す
る
と
い
う
意
識
と
業
務
に
必
要
な
知
識
・
ス

キ
ル
や
技
術
を
習
得
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
高
齢
社
員
の
多
く
は
元
管
理
職

で
あ
り
、
定
年
退
職
で
管
理
職
を
離
れ
、
継
続
雇
用
後

は
現
場
に
戻
っ
て
活
躍
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
高

齢
期
の
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
た
め
、
現
場
で
活
躍
す
る
た

め
に
必
要
な
知
識
・
ス
キ
ル
や
技
術
が
不
足
し
て
い
ま

す
。
旧
高
齢
法
の
も
と
で
は
、
定
年
後
の
65
歳
ま
で
の

継
続
雇
用
の
５
年
間
は
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
知

12
・
６
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
）は
２
０
０
６
年
か
ら
２
０

１
３
年
へ
の
そ
れ（
52
・
６
％
↓
58
・
９
％
：
６
・
３

ポ
イ
ン
ト
の
増
加
）と
比
べ
て
大
き
く
、
多
く
の
企
業

で
一
般
的
な
定
年
年
齢
の
60
歳
を
迎
え
た
高
齢
者
が
引

き
続
き
働
い
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
実
質
65
歳
定
年
を
迎
え
た
後
の
60
代
後
半
層（
65

〜
69
歳
）の
3
時
点
の
就
業
状
況
の
推
移
に
つ
い
て
も
、

60
代
前
半
層
と
同
じ
傾
向（
①
右
肩
上
が
り
増
加
傾
向
、

②
２
０
０
６
年
か
ら
２
０
１
３
年
の
上
が
り
方
に
比
べ

た
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
２
１
年
ま
で
の
上
が
り
方
が

大
き
い
こ
と
）
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
60
代
前
半
層
の
就

業
状
況
が
増
え
て
い
る
の
は
年
金
受
給
開
始
年
齢
の
引

上
げ
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
60
代

後
半
層
の
就
業
状
況
の
推
移
―
―
水
準
は
60
代
前
半
層

よ
り
低
い
も
の
の
、
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
―
―
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
１
年
現
在
、
65
歳
以
上
の
約

4
人
に
1
人（
25
・
１
％
）が
、
70
歳
以
上
は
約
５
・

５
人
に
1
人
（
18
・
１
％
）
が
働
い
て
い
る
状
況
に
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
雇
用
は
70
歳
就
業
時
代
に
向

け
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に
〜
経
営
成
果
に
貢
献
し
続
け
る

お
わ
り
に
〜
経
営
成
果
に
貢
献
し
続
け
る

た
め
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
と
職
務
開
発

た
め
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
と
職
務
開
発

4大
き
な
社
員
集
団
と
な
っ
て
い
る
高
齢
社
員
が
65
歳

ま
で
働
く
こ
と
が
日
常
の
光
景
と
な
り
、
し
か
も
60
代
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高
齢
社
員
の
戦
力
的
活
用
と

高
齢
社
員
の
戦
力
的
活
用
と

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
の
問
題

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
の
問
題

1総
論
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
企
業
の
労
務
構
成
で
高

齢
社
員
が
大
き
な
集
団
と
な
っ
て
い
る
今
日
、「
高
齢
社

員
の
戦
力
的
活
用
」は
高
齢
社
員
活
用
の
基
本
方
針
の

標
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。
定
年
を
迎
え
た
高
齢
社
員
は
、

マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
株
式
会
社
の
よ

う
に
雇
用
形
態
は
継
続
雇
用
に
切
り
替
わ
っ
た
も
の
の
、

職
場
で
正
社
員
と
一
緒
に
活
き
活
き
と
活
躍
し
て
い
る

姿
が
多
く
の
企
業
で
み
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
一

方
で
定
年
前
の
正
社
員
時
代
は
活
き
活
き
と
仕
事
に
取

り
組
ん
で
い
た
社
員
が
、
継
続
雇
用
に
切
り
替
わ
っ
た

あ
と
仕
事
へ
の
取
組
み
意
識
が
下
が
っ
て
し
ま
う「
高
齢

社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
の
問
題
」に
悩
ま
さ
れ
て

い
る
企
業
が
み
ら
れ
ま
す
。
継
続
雇
用
後
の
仕
事
内
容

は
定
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
遇
な
ど

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
へ
の
不
満
が
そ
の
背
景
に
あ
り

ま
す
。危
機
感
を
持
っ
た
企
業
は
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
、
仕
事
の
成
果

や
働
き
ぶ
り
に
応
じ
た
賃
金
を
決
め
る
賃
金
・
評
価
制

度
へ
の
見
直
し
を
進
め
ま
し
た
。
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
も

以
前
の
旧
制
度
で
こ
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

企
業
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
戦
力
と

な
っ
て
い
る
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・

向
上
は
、
70
歳
就
業
時
代
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
の
重

要
な
課
題
で
す
。
解
説
１
で
は
賃
金
・
評
価
制
度
の
視

点
か
ら
こ
の
課
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
事
管
理
と
賃
金
・
評
価
制
度

人
事
管
理
と
賃
金
・
評
価
制
度

2賃
金
・
評
価
制
度
を
考
え
る
に
は
、
そ
の
基
盤
と
す

る
人
事
管
理
の
基
本
原
則
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
賃
金
・
評
価
制
度
は
企
業
の
人
事
管
理
の
個
別
施

策（
仕
組
み
）の
一
分
野
で
あ
り
、
人
事
管
理
は
経
営

方
針
・
戦
略
に
基
づ
い
た
人
材
活
用
の
基
本
方
針
に

沿
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す（
図
表
１
）。
さ

ら
に
、
人
事
管
理
は
こ
の
基
本
原
則
に
加
え
て
労
働
法

制
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
労

働
基
準
法
は
使
用
者
に
対
し
て
法
定
労
働
時
間
を
超
え

て
労
働
者
を
労
働（
時
間
外
労
働
、い
わ
ゆ
る「
残
業
」）

さ
せ
た
り
、
法
定
休
日
に
労
働（
休
日
労
働
）さ
せ
た

り
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
の
代
表
と
時
間
外
・
休
日

労
働
協
定（
い
わ
ゆ
る
「
36
協
定
」）を
締
結
し
、
割
増

賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
て
い
ま

す
。
２
０
２
４（
令
和
６
）年
4
月
1
日
か
ら
建
設
業
・

ド
ラ
イ
バ
ー
・
医
師
な
ど
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

の
適
用
に
よ
る
物
流
や
地
域
医
療
へ
の
影
響
な
ど
に
支

障
が
生
じ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る「
２
０

２
４
年
問
題
」は
、
労
働
基
準
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
、
解
説
２
に
も
か
か
わ
る
労
働
法
制
上

の
課
題
で
す
。

高
齢
社
員
の
賃
金
・
評
価
制
度
に
つ
い
て
も
こ
の
人

事
管
理
の
基
本
原
則
を
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
必

要
に
な
り
、
な
か
で
も
労
働
法
制
で
は
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法（
以
下
、「
高
齢
法
」）を
遵
守
し
つ
つ
、
経
営

方
針
・
戦
略
に
基
づ
い
た
高
齢
社
員
活
用
の
基
本
方
針

に
沿
っ
て
高
齢
社
員
の
賃
金
・
評
価
制
度
を
整
備
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

※筆者作成

図表１　人事管理の基本原則と高齢社員の人事管理のとらえ方

【人事管理の基本原則】 【高齢社員の人事管理のとらえ方】

経営方針・戦略 経営方針・戦略

《人事管理》 《人事管理》

個別施策
（賃金・評価制度等）

個別施策
（賃金・評価制度等）

人材活用の基本方針 高齢社員活用の
基本方針

労
働
法
制

労
働
法
制

（
高
齢
法
な
ど
）
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員
の
労
務
構
成
に
お
い
て
大
き
な
集
団
と
な
っ
て
い
る

現
在
に
比
べ
て
当
時
は
少
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
仕
事
の
成
果
を
求
め
る
正
社
員
と
は
異
な
り
、
高

齢
社
員
に
対
し
て
仕
事
の
成
果
を
求
め
な
い
福
祉
的
雇

用
の
活
用
方
針
が
と
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
賃
金
は

「
全
員
一
律
の
基
本
給
、
昇
給
な
し
、
定
額
の
賞
与
」

の
対
応
が
と
ら
れ
、
評
価
に
つ
い
て
は
不
実
施
、
あ
る

い
は
継
続
雇
用
者
用
の
評
価
制
度
を
整
備
し
て
実
施
の

対
応
が
と
ら
れ
、
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ

ン
で
も
こ
う
し
た
動
き
に
あ
わ
せ
て
同
じ
対
応
が
と
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

二
つ
め
の
動
き
は
平
成
後
半
期
の
実
質
65
歳
定
年
制

の
整
備
で
す
。
２
０
０
４
年
に
高
齢
法
は
改
正
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
努
力
義
務
で
あ
っ
た
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
定
年
を
迎
え
た
社
員

が
希
望
す
れ
ば
、
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
雇
用

環
境
―
―
実
質
65
歳
定
年
制
―
―
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
期
前
半
で
福
祉
的
雇
用
の
活
用
方
針

を
と
っ
た
企
業
は
「
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下

問
題（
継
続
雇
用
後
の
仕
事
内
容
は
定
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
遇
な
ど
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
へ

の
不
満
）」に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
企
業
は
高
齢
社

員
に
対
し
て「
仕
事
の
成
果
を
求
め
な
い
」
と
は
伝
え
て

い
ま
せ
ん
が
、
継
続
雇
用
後
の
賃
金
・
評
価
な
ど
の
処

遇
が
定
年
前
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
そ
れ
を
認
識
し
て

い
ま
し
た
。
社
会
情
勢
は
少
子
高
齢
化
が
さ
ら
に
進
む
一

平
成
期
に
お
け
る
企
業
の
賃
金
・

平
成
期
に
お
け
る
企
業
の
賃
金
・

評
価
制
度
の
対
応
を
ふ
り
返
る

評
価
制
度
の
対
応
を
ふ
り
返
る

3マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
で
継
続
雇
用

の
高
齢
社
員
に
対
し
て「
全
員
一
律
の
賃
金
、賞
与
な
し
」

の
賃
金
・
評
価
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
背
景
を
、
企
業

の
高
齢
者
雇
用
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
国
の
高
齢
者
雇
用

政
策
と
の
関
連
で
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
期
に
お
け
る
国
の
高
齢
者
雇
用
政
策
に
は
大
き

く
二
つ
の
動
き
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
平
成
期
前

半
の
65
歳
ま
で
の
雇
用
推
進
で
す
。
こ
の
時
期
に
３
回

の
高
齢
法
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
定
年
到
達
者
が
希

望
す
る
場
合
の
定
年
後
の
継
続
雇
用
の
努
力
義
務
化
を

企
業
に
課
し
た
１
９
９
０（
平
成
２
）年
改
正
、
60
歳

定
年
が
義
務
化
さ
れ
た
１
９
９
４
年
改
正
、
そ
し
て
定

年
の
引
上
げ
等
に
よ
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
努

力
義
務
化
を
企
業
に
課
し
た
２
０
０
０
年
改
正
で
す
。

こ
う
し
た
国
の
高
齢
者
雇
用
政
策
の
推
進
を
受
け

て
、
企
業
は
65
歳
ま
で
の
雇
用
推
進
に
向
け
た
人
事
管

理
の
整
備
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
多
く
の
企
業
で
整
備

さ
れ
た
雇
用
制
度
は「
60
歳
定
年
制
＋
基
準
該
当
者
の

再
雇
用
制
度
（
継
続
雇
用
制
度
）」で
す
。
総
論
で
紹

介
し
た
現
在
の
高
齢
法
と
は
異
な
り
、
当
時
の
高
齢
法

は
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
が
努
力
義
務
で
あ
り
、
再

雇
用（
継
続
雇
用
）の
対
象
者
に
基
準
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
高
齢
社
員
の
人
数
も
、
従
業

方
、
厚
生
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

た
め
、
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
を
希
望
す
る
高
齢
社
員
が

増
え
、
企
業
の
労
務
構
成
に
お
い
て
大
き
な
集
団
と
な

り
、
こ
の
問
題
は
全
社
的
な
経
営
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
企
業
は
活
用
方
針
を
福
祉
的
雇
用
か
ら
定

年
前
の
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
の
成
果
を
求
め
る

戦
略
的
活
用
に
転
換
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
高
齢
社
員

の
人
事
管
理
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
賃
金
・

評
価
制
度
で
は
仕
事
の
成
果
を
処
遇
に
反
映
す
る
よ
う

基
本
給
は
一
律
定
額
か
ら
定
年
時
の
職
位
・
等
級
な
ど

に
リ
ン
ク
し
た
水
準
に
、
昇
給
は
不
支
給（
な
し
）か ※筆者作成

図表２　国の高齢者雇用政策と企業の賃金・評価制度の対応
平成期

前半 後半

国の高齢者雇用政策 65歳までの雇用確保の
努力義務化

65歳までの雇用確保の
義務化

企業の
対応

雇用の
基本方針 65歳雇用の推進 実質65歳定年制の

整備

高齢社員の
活用方針 福祉的雇用 戦略的活用への転換

賃金・
評価制度

・ 基本給： 全員一律
（昇給なし）

・賞与：定額
・評価： 不実施、もしくは

実施
（継続雇用者用）

・基本給： 職位・等級等
リンク
（昇給あり）

・賞与：人事評価反映
・評価： 実施

（正社員準拠）
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員
の
労
務
構
成
に
お
い
て
大
き
な
集
団
と
な
っ
て
い
る

現
在
に
比
べ
て
当
時
は
少
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
仕
事
の
成
果
を
求
め
る
正
社
員
と
は
異
な
り
、
高

齢
社
員
に
対
し
て
仕
事
の
成
果
を
求
め
な
い
福
祉
的
雇

用
の
活
用
方
針
が
と
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
賃
金
は

「
全
員
一
律
の
基
本
給
、
昇
給
な
し
、
定
額
の
賞
与
」

の
対
応
が
と
ら
れ
、
評
価
に
つ
い
て
は
不
実
施
、
あ
る

い
は
継
続
雇
用
者
用
の
評
価
制
度
を
整
備
し
て
実
施
の

対
応
が
と
ら
れ
、
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ

ン
で
も
こ
う
し
た
動
き
に
あ
わ
せ
て
同
じ
対
応
が
と
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

二
つ
め
の
動
き
は
平
成
後
半
期
の
実
質
65
歳
定
年
制

の
整
備
で
す
。
２
０
０
４
年
に
高
齢
法
は
改
正
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
努
力
義
務
で
あ
っ
た
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
定
年
を
迎
え
た
社
員

が
希
望
す
れ
ば
、
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
雇
用

環
境
―
―
実
質
65
歳
定
年
制
―
―
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
期
前
半
で
福
祉
的
雇
用
の
活
用
方
針

を
と
っ
た
企
業
は
「
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下

問
題（
継
続
雇
用
後
の
仕
事
内
容
は
定
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
遇
な
ど
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
へ

の
不
満
）」に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
企
業
は
高
齢
社

員
に
対
し
て「
仕
事
の
成
果
を
求
め
な
い
」
と
は
伝
え
て

い
ま
せ
ん
が
、
継
続
雇
用
後
の
賃
金
・
評
価
な
ど
の
処

遇
が
定
年
前
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
そ
れ
を
認
識
し
て

い
ま
し
た
。
社
会
情
勢
は
少
子
高
齢
化
が
さ
ら
に
進
む
一

方
、
厚
生
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

た
め
、
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
を
希
望
す
る
高
齢
社
員
が

増
え
、
企
業
の
労
務
構
成
に
お
い
て
大
き
な
集
団
と
な

り
、
こ
の
問
題
は
全
社
的
な
経
営
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
企
業
は
活
用
方
針
を
福
祉
的
雇
用
か
ら
定

年
前
の
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
の
成
果
を
求
め
る

戦
略
的
活
用
に
転
換
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
高
齢
社
員

の
人
事
管
理
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
賃
金
・

評
価
制
度
で
は
仕
事
の
成
果
を
処
遇
に
反
映
す
る
よ
う

基
本
給
は
一
律
定
額
か
ら
定
年
時
の
職
位
・
等
級
な
ど

に
リ
ン
ク
し
た
水
準
に
、
昇
給
は
不
支
給（
な
し
）か

ら
支
給（
あ
り
）へ
、
賞
与
は
定
額
か
ら
正
社
員
と
同

じ
よ
う
に
人
事
評
価
を
反
映
し
た
決
め
方
に
そ
れ
ぞ
れ

見
直
さ
れ
、
人
事
評
価
は
正
社
員
と
同
じ
仕
組
み
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
マ
ン
ガ
に

登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
は
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保

措
置
の
努
力
義
務
化
を
企
業
に
課
す
２
０
２
1
年
の
改

正
高
齢
法
施
行
に
あ
わ
せ
て
65
歳
定
年
制
を
実
施
し
た

た
め
、
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
の
問
題
は

解
消
さ
れ
ま
し
た
。

7070
歳
就
業
時
代
の
高
齢
社
員
の
賃
金
・

歳
就
業
時
代
の
高
齢
社
員
の
賃
金
・

評
価
制
度
を
ど
う
考
え
る
か

評
価
制
度
を
ど
う
考
え
る
か

4こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
企
業
に
と
っ
て
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
戦
力
と
な
っ
て
い
る
高
齢

社
員
に
活
き
活
き
と
活
躍
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
仕

事
の
成
果
や
働
き
ぶ
り
に
応
じ
た
賃
金
を
決
め
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
仕
事
の
成
果
や
働
き

ぶ
り
に
応
じ
た
賃
金
を
決
め
る
」と
い
っ
て
も
、
70
歳

ま
で
就
業
で
き
る
賃
金
・
評
価
制
度
を
ど
の
よ
う
な
仕

組
み
に
す
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
賃
金
・
評
価
制
度
は
雇
用
制
度
に
連
動
し
て
形

成
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
雇
用
制
度
も
、
総
論
で
述
べ

た
よ
う
に
高
齢
法
に
則
し
て
多
様
な
選
択
肢
が
あ
る
か

ら
で
す
。
選
択
す
る
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
、「
仕
事
の

成
果
や
働
き
ぶ
り
に
応
じ
た
賃
金
を
決
め
る
」た
め
の

賃
金
・
評
価
制
度
の
仕
組
み
が
異
な
り
ま
す
。

現
在
、
多
く
の
企
業
で
一
般
的
と
な
っ
て
い
る「
60
歳

定
年
＋
希
望
者
全
員
の
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
」の
雇
用

制
度（
実
質
65
歳
定
年
制
）を
例
に
す
る
と
、
65
歳
以
降

の
雇
用
制
度
を
ど
の
制
度
に
す
る
か
を
決
め
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
ま
す
。
60
代
前
半
層
に
適
用
し
て
い
る
現
行

の
制
度（
希
望
者
全
員
の
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
）と
同

様
に
す
る
の
か
、別
な
制
度
に
す
る
の
か
で
す
。
さ
ら
に
、

60
代
前
半
層
に
つ
い
て
も
、現
行
の
制
度
を
継
続
す
る
か
、

あ
る
い
は
別
な
制
度
に
見
直
す
か
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
２
０
２
3
年
４
月
に
国
家
公
務
員
の
段
階

的
な
65
歳
へ
の
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
が
施
行
さ
れ
、

65
歳
定
年
制
導
入
の
動
き
が
今
後
、
本
格
化
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
60
代
前
半
層
の
雇
用
制
度

を
見
直
さ
ず
、
60
代
後
半
層
の
雇
用
制
度
だ
け
整
備
し

た
と
し
て
も
、
近
い
う
ち
に
65
歳
定
年
制
導
入
を
準
備

す
る
こ
と
に
な
り
、
雇
用
制
度
の
見
直
し
に
要
す
る
労
力

が
大
き
く
な
り
ま
す
。
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製

パ
ン
は
現
行
の
雇
用
制
度（
65
歳
定
年
＋
希
望
者
全
員
70

歳
ま
で
の
継
続
雇
用
）の
整
備
を
一
緒
に
実
施
し
た
こ
と

で
、
労
力
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
仕
事
の
成
果
や
働
き
ぶ
り
に
応
じ
た
賃

金
を
決
め
る
賃
金
・
評
価
制
度
を
整
備
す
る
際
に
は
、

ま
ず
70
歳
ま
で
就
業
で
き
る
雇
用
制
度
の
基
本
設
計

（
ど
の
雇
用
制
度
に
す
る
か
）を
決
め
た
う
え
で
進
め

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・

総
合
工
事
業
Ａ
社

県
内
に
３
カ
所
の
事
業
拠
点
を
展
開
す
る
総

合
工
事
業
Ａ
社
は
、
主
力
と
し
て
活
躍
し
て
い

る
ベ
テ
ラ
ン
社
員
が
長
く
活
躍
で
き
る
就
労
環

境
の
整
備
と
若
手
社
員
へ
の
伝
承
を
進
め
る
た

め
、
２
０
１
９
年
に
現
行
の
雇
用
制
度
（
定
年

年
齢
63
歳
、
希
望
者
全
員
の
65
歳
ま
で
の
継
続

雇
用
）
を
見
直
し
、
定
年
年
齢
を
65
歳
、
継
続

雇
用
の
上
限
年
齢
を
70
歳
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
ま
し
た
。
継
続
雇
用
制
度
の
賃
金
・
評
価

制
度
に
つ
い
て
は
現
行
の
制
度
を
引
き
続
き
継

続
し
、現
職
継
続
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
場
合
、

基
本
給
は
定
年
時
の
賃
金
水
準
を
維
持
し
、
評

価
制
度
は
正
社
員
と
同
じ
制
度
が
適
用
さ
れ
て

い
ま
す（
出
典
‥（
独
）
高
齢
・
障
害
・
求
職
者

雇
用
支
援
機
構
〔
２
０
２
３
〕『
70
歳
雇
用
推

進
事
例
集
２
０
２
３
』）。

継
続
雇
用
後
も
同
じ
業
務
を
フ
ル
タ
イ
ム

で
続
け
る
場
合
、
正
社
員
と
同
じ
賃
金
・

評
価
制
度
を
適
用

事例

1
向
上
を
図
る
賃
金
・
評
価
制
度
の
整
備
の
事
例
と
し
て

Ａ
社
の
取
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。こ
の
事
例
の
特
徴
は
、

正
社
員
と
継
続
雇
用
者
の
雇
用
制
度
の
見
直
し
を
一
緒

に
行
い
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
賃
金
・
評
価
制
度
も
見
直

し
て
い
る
点
で
す
。
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多様で柔軟な働き方の多様で柔軟な働き方の
実現に向けて実現に向けて

田口和雄 高千穂大学 経営学部 教授

本誌の「労働時間・休暇制度・勤務形態の見直し」「短時間勤務制度の導入」についての記事は
JEED ホームページからご覧いただけます。
「労働時間等」：https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/bunrui/bunrui02_05.html
「短時間勤務制度」：https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/bunrui/bunrui02_06.html

「労働時間等」「短時間勤務制度」

解説
2



特集 新任人事担当者のための高齢者雇用入門

進
む
働
き
方
の
柔
軟
化

進
む
働
き
方
の
柔
軟
化

1人
手
不
足
の
時
代
の
な
か
で
、
多
く
の
企
業
で
社
員

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
対
応
し
た
多
様
な
働
き

方
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
解
説

２
の
テ
ー
マ
で
あ
る「
働
き
方
」は
勤
務
制
度
を
も
と

に
し
て
い
ま
す
。

マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
株
式
会
社
の

勤
務
制
度
は
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
ほ
か
に
、
短
日
・
短

時
間
勤
務
が
整
備
さ
れ
、
製
造
部
門（
工
場
）に
所
属

す
る
高
齢
社
員
の
三
戸
さ
ん
は
、
持
病
の
通
院
の
た
め

に
短
日
勤
務
を
し
な
が
ら
仕
事
を
続
け
て
い
ま
す
。
高

齢
社
員
の
戦
略
的
活
用
を
進
め
て
い
る
企
業
が
と
る
継

続
雇
用
の
高
齢
社
員
の
働
き
方
は
、
定
年
前
の
正
社
員

と
同
じ
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
勤
務
制
度
が
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
の
ま
ま
で
は
、
三
戸
さ
ん
は
仕
事
を
続
け
る
こ
と

が
む
ず
か
し
い
状
況
で
し
た
。
柔
軟
な
勤
務
制
度
が
整

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
三
戸
さ
ん
は
働
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
勤
務
制
度
の
多
様
化
は
平
成
期
に
入
っ
て

み
ら
れ
る
動
き
で
す
。
解
説
２
で
は
平
成
期
以
降
に
進

め
ら
れ
た
勤
務
制
度
の
多
様
化
の
動
き
と
そ
の
も
と
で

の
高
齢
社
員
の
勤
務
制
度
を
ふ
り
返
り
、
令
和
期
の
働

き
方
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

勤
務
制
度
の
基
本
原
則

勤
務
制
度
の
基
本
原
則

2ま
ず
勤
務
制
度
の
基
本
原
則
の
確
認
か
ら
は
じ
め
ま

す
。
正
社
員
の
勤
務
制
度
は「
１
日
８
時
間
、
週
休
２

日
制
」と
い
う
の
が
読
者
の
一
般
的
な
認
識
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
労
働
基
準
法
の「
１
週
の
労
働

時
間
の
上
限
を
40
時
間
と
す
る
こ
と
」、「
１
日
の
労
働

時
間
は
８
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
」、
そ
し
て
「
休
日

を
１
週
に
１
日
以
上
与
え
る
こ
と
」を
も
と
に
し
て
い

ま
す（
同
法
第
32
、
35
条
）。
こ
の
労
働
時
間
を「
法
定

労
働
時
間
」、休
日
を「
法
定
休
日
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

「
１
日
８
時
間
、
週
休
２
日
制
」は
１
日
の
労
働
時
間

を「
８
時
間
」と
し
た
場
合
の
勤
務
制
度
※１
で
、
フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
は
こ
の「
１
日
８
時
間
、
週
休
２
日
制
」

と
い
う
働
き
方
を
さ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
法
定
労
働
時
間
の
枠
の
な
か
で
企
業
は
自
社
の

労
働
時
間
を
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
定
め
た
労

働
時
間
は「
所
定
内
労
働
時
間
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

企
業
は
自
社
の
所
定
内
労
働
時
間
を
６
時
間
、
７
時
間

の
よ
う
に
、
法
定
労
働
時
間
の
上
限
よ
り
短
く
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
１

日
の
労
働
時
間
を「
８
時
間
」と
し
て
い
ま
す
。
法
定

労
働
時
間
の
枠
の
な
か
で
最
も
長
く
設
定
で
き
る
時
間

だ
か
ら
で
す
。
さ
ら
に「
１
日
８
時
間
」の
労
働
時
間

に
つ
い
て
も
、
企
業
は
始
業
時
間
と
終
業
時
間
を
定
め

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
労
働
時
間
制
度
を
「
一
般
的
な

労
働
時
間
制
度
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
１
日
８
時
間
、
週
休
２
日
制
の
「
フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
」の
、
会
社
が
始
業
・
就
業
時
間
を
定
め

る「
一
般
的
な
労
働
時
間
制
度
」の
勤
務
制
度
が
、
多

く
の
企
業
で
と
ら
れ
て
い
る
標
準
的
な
制
度
で
す
。

平
成
期
以
降
の
勤
務
制
度
の

平
成
期
以
降
の
勤
務
制
度
の

変
化
の
動
き
〜
「
柔
軟
化
」

変
化
の
動
き
〜
「
柔
軟
化
」

3こ
う
し
た
勤
務
制
度
は
昭
和
期
を
通
し
て
形
成
さ

れ
、
標
準
的
な
勤
務
制
度
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

平
成
期
に
な
る
と
勤
務
制
度
に
変
化
の
動
き
が
み
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
動
き
の
特
徴
は
勤
務
制
度
の「
柔
軟
化
」

で
す
。
図
表
は
そ
の
概
要
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。
大

き
く
三
つ
の
変
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

第
一
の
動
き
は
、
平
成
期
前
半
の「
労
働
時
間
制
度
」

の
柔
軟
化
で
す
。
先
に
述
べ
た
「
１
日
８
時
間
、
週
休

２
日
制
」は
１
９
８
７（
昭
和
62
）年
の
労
働
基
準
法

改
正
で
週
48
時
間
で
あ
っ
た
法
定
労
働
時
間
を
週
40
時

間
に
段
階
的
に
変
更
し
た
こ
と
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
改
正
で
は
法
定
労
働
時
間
の
短

縮
と
と
も
に
労
働
者
の
生
活
の
質
的
向
上
を
図
る
た
め

に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
な
ど
の
変
形
労
働
時
間
制
度

の
導
入
が
整
備
さ
れ
、
労
働
時
間
の
柔
軟
化
へ
の
動
き

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
平
成
期
に
入
る
と
経
済
活
動
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
等
の
進
展
、
労
働
者
の
就
業
※１　なお、同法ではこの原則を法定の条件内で変更できることを認めており、「変形労働時間制」と呼ばれている
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意
識
の
変
化
な
ど
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
労
働
時
間
な
ど

の
働
き
方
に
係
わ
る
ル
ー
ル
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
な

か
、
１
９
９
３（
平
成
５
）年
改
正
で
は
、
週
40
時
間

労
働
時
間
制
の
実
施
、
変
形
労
働
時
間
制
度
の
拡
充
、

裁
量
労
働
制
の
規
定
の
整
備
な
ど
が
、
１
９
９
８（
平

成
10
）年
改
正
で
は
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
導
入

が
、
２
０
０
３（
平
成
15
）年
改
正
で
は
裁
量
労
働
制

の
改
正
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
一
連

の
法
改
正
を
受
け
て
、
平
成
期
前
半
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
、
変
形
労
働
時
間
制
度
、
裁
量
労
働
制
の
導

入
な
ど
に
よ
る
労
働
時
間
制
度
の
柔
軟
化
が
進
め
ら
れ

ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
継
続
雇
用
後
の
高
齢
社
員
の
働
き
方
は

福
祉
的
雇
用
の
も
と
、
高
齢
社
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割

が
正
社
員
時
代
に
求
め
ら
れ
た
企
業
の
中
核
人
材
と
し

て
基
幹
業
務
を
に
な
う
役
割
か
ら
、
パ
ー
ト
社
員
と
同

じ
補
助
業
務
を
担
当
し
て
正
社
員
を
支
援
・
サ
ポ
ー
ト

す
る
役
割
に
変
わ
っ
た
た
め
、
短
日
・
短
時
間
勤
務
な

ど
の
柔
軟
な
働
き
方
が
中
心
で
し
た
。

第
二
の
動
き
は
平
成
期
後
半
の「
労
働
時
間
・
労
働

日
数
」の
柔
軟
化
で
す
。
政
府
が
取
り
組
む
働
き
方
改

革
の
一
環
と
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
「
多
様
な
正
社
員

制
度
」の
な
か
の「
短
時
間
正
社
員
」の
導
入
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
※２
。
働
き
方
改
革
は
少
子
高
齢
化
に
と
も

な
い
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
な
か
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
変
化
に
よ
る
就
労
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
し

た
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
ざ

し
た
取
組
み
で
す
。
企
業
は
正
社
員
に
対
し
て
原
則
と

し
て
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
短
時
間

正
社
員
は
育
児
・
介
護
な
ど
と
仕
事
を
両
立
し
た
い
社

員
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
材
に
勤
務
日
数
や
勤
務
時
間

を
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
正
社
員
よ
り
も
短
く
し
な
が
ら

活
躍
し
て
も
ら
う
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

こ
の
時
期
の
高
齢
社
員
の
働
き
方
は
戦
略
的
活
用
が

進
む
な
か
で
、
求
め
ら
れ
る
役
割
が
正
社
員
に
近
い
役

割（
基
幹
業
務
を
に
な
う
役
割
）に
変
わ
っ
た
た
め
、

平
成
期
前
半
の
短
日
・
短
時
間
勤
務
中
心
か
ら
正
社
員

と
同
じ
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
中
心
の
働
き
方
に
変
わ
り
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
企
業
は
引
き
続
き
短
日
・
短
時
間

勤
務
の
働
き
方
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す

が
、
高
齢
社
員
を
貴
重
な
戦
力
と
し
て
期
待
し
て
い
る

た
め
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
働
き
方
を
高
齢
社
員
に
求
め

て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
高
齢
社
員
の
三
戸
さ

ん
は
戦
力
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
持
病

の
治
療
の
た
め
の
通
院
を
し
な
が
ら
短
日
勤
務
で
働
い

て
い
る
の
で
す
。

第
三
の
動
き
は
、「
働
く
場
所
」の
柔
軟
化
で
す
。
平

成
期
の
勤
務
制
度
の
変
化
は
勤
務
す
る「
時
間
（
労
働

時
間
制
度
、
労
働
時
間
・
労
働
日
数
）」の
柔
軟
化
で

し
た
が
、
令
和
期
の
勤
務
制
度
は
勤
務
す
る「
場
所
」

の
柔
軟
化
が
特
徴
で
す
。
通
常
、
労
働
者
は
仕
事
を
す
※２　�多様な正社員制度には、短時間正社員のほかに、担当する職務内容が限定されている「職務限定正社員」、転勤範囲が限定されていたり、転居をともな

う転勤がない「勤務地限定正社員」の二つのタイプがある

※筆者作成

図表　平成期以降の勤務制度の柔軟化の取組み

平成期前半 平成期後半 令和期

取組み内容

概要 労働時間制度の
柔軟化

労働時間・労働日数の
柔軟化 働く場所の柔軟化

おもな内容

変形労働時間制度、
フレックスタイム制、
みなし労働時間制、
裁量労働制の整備・
拡充

短時間・短日勤務 
（短時間正社員制度） 在宅勤務

高齢社員
活用の基本方針 福祉的雇用 戦略的活用 戦略的活用

働き方 短時間・短日勤務中心 フルタイム勤務中心 フルタイム勤務中心
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る
場
合
に
は
会
社
に
出
勤
し
ま
す
。
職
場
で
ほ
か
の
社

員
と
協
力
し
て
仕
事
を
す
る
か
ら
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
化

が
進
展
す
る
な
か
で
時
代
が
新
た
な
働
き
方
と
し
て
在

宅
勤
務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
が
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
や
裁
量

労
働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
社
員
を
中
心
に
広
が
り
ま

し
た
が
、
社
会
全
体
か
ら
み
る
と
限
定
的
で
し
た
。
し

か
し
、
令
和
期
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

と
し
て
産
業
全
体
に
広
が
り
、
収
束
後
は
育
児
や
介
護

な
ど
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
対
応
す
る
働
き

方
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た

だ
し
、
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
よ
う
に
同
じ
会
社
で
も
経

理
部
の
石
窯
さ
ん
は
在
宅
勤
務
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
工
場
勤
務
の
三
戸
さ
ん
は
む
ず
か
し
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
製
造
部
門
の
仕
事
は
、
会
社（
工
場
）

に
来
な
い
と
で
き
な
い
特
性
を
持
つ
仕
事
だ
か
ら
で

す
。

働
き
方
の
柔
軟
化
と
労
働
時
間
管
理

働
き
方
の
柔
軟
化
と
労
働
時
間
管
理

4こ
の
よ
う
に
勤
務
制
度
の
柔
軟
化
は
病
気
の
治
療
や

家
族
の
介
護
な
ど
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
す
る
高

齢
社
員
に
と
っ
て
も
、会
社
に
と
っ
て
も
よ
い
動
き（
変

化
）で
す
。
高
齢
社
員
は
個
人
の
事
情
で
退
職
せ
ず
に

働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
人
手
不
足
に
悩
ま

さ
れ
て
い
る
会
社
は
経
験
や
ス
キ
ル
を
持
つ
戦
力（
高

齢
社
員
）を
失
わ
ず
に
す
み
ま
す
。

Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
よ
う
に
高
齢
社
員
の
就
労
ニ
ー

ズ
に
あ
わ
せ
て
選
択
で
き
る
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の

実
現
に
向
け
て
、
短
日
・
短
時
間
勤
務
の
勤
務
制
度
や

在
宅
勤
務
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
こ
う
し
た
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
求
め
る
ニ
ー

ズ
は
高
齢
社
員
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
を
し
て
い
る
定
年
前
の
正
社
員
の
な
か
に
も
育
児

や
親
の
介
護
、
本
人
の
病
気
治
療
の
健
康
問
題
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
て
い
る
者
も
い
ま
す
。
Ｊ
Ｅ

Ｅ
Ｄ
製
パ
ン
の
よ
う
に
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現

で
き
る
勤
務
制
度
は
高
齢
社
員
だ
け
で
限
定
せ
ず
に
、

す
べ
て
の
社
員
に
広
く
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。最

後
に
、
在
宅
勤
務
制
度
を
設
け
る
場
合
に
は
、
同

制
度
を
利
用
す
る
社
員
の
労
働
時
間
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
は
じ

め
、短
日・短
時
間
勤
務
の
場
合
、働
く
場
所
は「
会
社
」

な
の
で
、
会
社
は
社
員
の
働
い
た
時
間
（
労
働
時
間
）

を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
働
く
場
所

が「
自
宅
」の
在
宅
勤
務
の
場
合
、
実
際
の
仕
事
の
開

始
時
間
と
終
了
時
間
を
管
理
す
る
勤
怠
管
理
は
最
終
的

に
社
員
本
人
に
委
ね
る
た
め
、
実
際
に
働
い
た
時
間
を

会
社
と
同
じ
よ
う
に
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
む
ず
か

し
い
か
ら
で
す
※３
。
そ
の
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
長

時
間
労
働
、
中
抜
け
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。
在
宅
勤
務
制
度
を
設
け
る
場
合
に
は
、
こ

う
し
た
問
題
を
発
生
さ
せ
な
い
勤
怠
管
理
体
制
の
拡
充

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
可
能
に
す
る

勤
務
制
度
の
事
例
と
し
て
、
Ｂ
社
の
取
組
み
を
紹
介
し

ま
す
。
こ
の
事
例
の
特
徴
は
、
高
齢
社
員
を
は
じ
め
社

員
の
事
情
に
あ
わ
せ
て
柔
軟
な
勤
務
体
制
を
整
備
し
て

い
る
点
で
す
。

※３　�もちろん、会社は在宅勤務の勤怠管理ルール（例えば、勤怠管理システムへの利用、メールやチャットなどによる報告など）を整備して、社員に在宅
勤務をさせている

製
造
業
Ｂ
社

本
社
近
郊
に
４
カ
所
の
事
業
所
を
持
つ
製
造

業
Ｂ
社
は
、
継
続
雇
用
の
社
員
が
働
き
や
す
く

負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
柔
軟
な
勤
務
体
制

を
整
備
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
勤
務
日

を
週
２
~
６
日
の
選
択
制
と
し
、
出
退
勤
時
間

は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
と
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
通
院
や
家
庭
の
事
情
、
雨
天
時
の
通
勤

負
担
を
考
慮
し
た
出
勤
日
の
振
替
調
整
や
、
定

年
前
の
正
社
員
を
含
め
て
育
児
な
ど
の
事
情
に

あ
わ
せ
た
在
宅
勤
務
へ
の
切
り
替
え
を
可
能
と

し
て
い
ま
す
。

（
出
典
‥（
独
）
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支

援
機
構
︹
２
０
２
４
︺﹃
70
歳
雇
用
推
進
事
例

集
２
０
２
４
﹄
を
一
部
修
正
）

柔
軟
な
勤
務
体
制
の
整
備

事例

2
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特集 新任人事担当者のための高齢者雇用入門

若
年
層
の
20
〜
24
歳
の
グ
ル
ー
プ
と
比
べ
る
と
、
男
性

で
は
60
〜
64
歳
で
３
・
５
倍
、
65
〜
69
歳
で
４
・
３
倍

と
増
加
し
、
女
性
で
は
60
〜
64
歳
で
12
倍
、
65
〜
69
歳

で
16
倍
と
急
激
に
増
加
し
ま
す（
図
表
３
）。

２
０
２
１
年
4
月
に
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

施
行
さ
れ
、
事
業
主
は
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
の
義
務

に
加
え
て
、
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
の
努
力
義
務
が
課

せ
ら
れ
ま
し
た
。
統
計
デ
ー
タ
を
科
学
的
に
読
む
と
、

高
齢
者
を
雇
用
す
る
場
合
は
、
ま
ず
は
転
倒
災
害
の
予

防
の
意
識
を
強
く
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
転
倒
リ
ス
ク
が
急
上
昇
す
る
60
代
後
半
で
は
対
策

は
じ
め
に
：
少
子
高
齢
化
時
代

は
じ
め
に
：
少
子
高
齢
化
時
代

1少
子
高
齢
化
が
進
む
日
本
で
は
、
２
０
４
０
年
に
は

１
０
０
０
万
人
分
の
労
働
力
不
足
が
見
込
ま
れ
、
生
産

年
齢
人
口
の
低
下
に
と
も
な
い
、
労
働
力
確
保
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
３（
令
和
５
）年
に
発
表
さ
れ
た
最
新
統
計

に
よ
れ
ば
※１
、
高
齢
者
の
人
口
が
１
９
５
０（
昭
和
25
）

年
以
降
初
め
て
減
少
し
ま
し
た
が
、
総
人
口
に
占
め
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
29
・
１
％
と
過
去
最
高

を
記
録
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
75
歳
以
上
の
人
口
が
初

め
て
２
０
０
０
万
人
を
突
破
し
、
10
人
に
1
人
が
80
歳

以
上
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
高
齢
者
人
口
の
割
合
は

世
界
一
で
す
。

職
場
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
高
齢
者
の
就
業
者
数

は
19
年
連
続
で
増
加
し
、
約
９
１
２
万
人
と
過
去
最
多

と
な
っ
て
い
ま
す
。
就
業
者
総
数
に
占
め
る
高
齢
就
業

者
の
割
合
も
13
・
６
％
と
過
去
最
高
で
、
就
業
率
も
65

〜
69
歳
が
50
・
８
％
、
70
〜
74
歳
が
33
・
５
％
と
過
去

最
高
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
産
業
別
に
見
る
と
、
医
療
や
福
祉
な
ど
で
高
齢

就
業
者
は
10
年
前
の
約
２
・
７
倍
に
増
加
し
、
高
齢
の

就
業
希
望
者
の
う
ち
、
希
望
す
る
仕
事
の
種
類
は
、
専

門
的
・
技
術
的
職
業
と
サ
ー
ビ
ス
職
業
が
最
多
と
な
っ

て
い
ま
す
。

労
働
中
の
け
が
や
事
故
：

労
働
中
の
け
が
や
事
故
：

労
働
災
害
の
デ
ー
タ
を
読
む

労
働
災
害
の
デ
ー
タ
を
読
む

2労
働
中
の
死
亡
事
故（
死
亡
災
害
）は
年
々
減
少
し

て
い
ま
す
が
、
高
齢
者
の
労
働
中
の
け
が
や
事
故
を
含

め
た
す
べ
て
の
労
働
災
害
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
厚
生

労
働
省
が
発
表
し
た
２
０
２
２
年
の
労
働
災
害
発
生
状

況
に
よ
る
と
※２
、
休
業
4
日
以
上
の
死
傷
者
数
に
占
め

る
60
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
28
・
７
％
ま
で
上
昇

し
過
去
最
高
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
60
歳
以
上
の

労
働
災
害
の
発
生
率
を
30
〜
34
歳
代
と
比
較
す
る
と
、

男
性
は
約
2
倍
、
女
性
は
4
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
労
働
災
害（
事

故
の
型
）が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。
２
０
２
２
年
の
労

働
災
害
発
生
状
況
に
よ
れ
ば
、
休
業
4
日
以
上
の
死
傷

者
13
万
２
３
５
５
人
の
う
ち
、「
転
倒
」が
3
万
５
２

９
５
人（
27
％
）と
4
分
の
1
以
上
を
占
め
て
お
り
、

腰
痛
な
ど
の「
動
作
の
反
動
・
無
理
な
動
作
」の
16
％

と
合
計
す
る
と
全
体
の
4
割
を
超
え
ま
す（
図
表
1
）。

年
齢
別
で
見
る
と
、
60
歳
以
上
の
休
業
4
日
以
上
の
転

倒
災
害
の
発
生
数
は
、
男
性
が
５
１
６
９
人
（
36
％
）、

女
性
が
1
万
２
９
０
人（
49
％
）と
非
常
に
多
く
、
全

体
の
4
割
強
を
占
め
ま
す
。
さ
ら
に
、
高
齢
労
働
者
を

年
齢
別
に
見
る
と
、
60
〜
64
歳
、
65
〜
69
歳
、
70
歳
以

上
の
グ
ル
ー
プ
で
、
ほ
ぼ
3
分
の
1
ず
つ
転
倒
災
害
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す（
図
表
２
）。ま
た
、

※１　総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者－「敬老の日」にちなんで－」（2023年）
※２　厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」（2023年）

転倒
27%
転倒
27%

動作の反動・
無理な動作
16%

動作の反動・
無理な動作
16%

その他
26%
その他
26%

はさまれ・巻き込まれ
10%

はさまれ・巻き込まれ
10%

切れ・こすれ
6%

切れ・こすれ
6%

墜落・転落
15%

墜落・転落
15%

※ 厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」より筆者作成

図表１　労働災害のタイプ別の割合
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の
優
先
度
を
高
く
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
転
ぶ
」

こ
と
自
体
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
だ
れ
で
も
経
験
し
ま

す
。
労
働
者
の
な
か
で
も
、
若
年
層
で
は
転
倒
で
大
け

が
に
は
至
ら
な
い
場
合
が
多
く
、
軽
度
な
問
題
と
考
え

ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
高
齢
者
が
転
倒
す
る
と
、

骨
折
や
頭
部
外
傷
な
ど
の
重
大
な
け
が
に
つ
な
が
る
た

め
、
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
転
倒
災
害
は

労
働
災
害
で
あ
る
と
い
う
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
が
何
よ
り

も
重
要
で
す
。

加
齢
に
よ
る
身
体
機
能
の
低
下

加
齢
に
よ
る
身
体
機
能
の
低
下

3高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す

が
、
加
齢
に
と
も
な
う
身
体
機
能
の
低
下
は
そ
の
な
か

で
も
最
も
顕
著
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
人
は
、
年
齢
を

重
ね
る
と
筋
力
や
柔
軟
性
が
低
下
し
、
体
力
の
減
退
や

バ
ラ
ン
ス
の
悪
化
な
ど
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
然

の
摂
理
で
あ
り
、「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」と
い
う
こ

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
の
身
体
機
能
に
関

し
て
、
若
年
齢
と
高
年
齢
の
労
働
者
を
統
一
指
標
で
直

接
比
較
し
た
場
合
※３
、
20
〜
24
歳
を
１
０
０
％
と
す
る

と
、
55
〜
59
歳
で
心
肺
・
代
謝
機
能
80
〜
90
％
、
敏び

ん

捷し
ょ
う

性
・
運
動
調
節
能
力
60
〜
80
％
、
関
節
可
動
域
60
〜

90
％
、
筋
力
60
〜
70
％
、
認
知
機
能
50
〜
60
％
、
そ
し

て
感
覚
・
平
衡
機
能
が
30
〜
50
％
ま
で
低
下
し
ま
す
。

注
目
す
べ
き
は
、
高
齢
者
は
視
覚
、
位
置
覚
、
平
衡

り
、
リ
ス
ク
を
正
し
く
恐
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
エ

イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
参
考
に
、

環
境
改
善
の
第
一
歩
に
取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

お
わ
り
に

お
わ
り
に

570
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
が
進
む
な
か
、
ま
す
ま

す
高
齢
者
の
労
働
力
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
齢

者
の
雇
用
は
、
企
業
の
持
続
可
能
な
成
長
に
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
の
健
康
状
態
や
能
力
を
、
労
働
者

も
事
業
者
も
相
互
的
に
正
し
く
把
握
し
理
解
し
、
個
別

の
状
態
に
合
わ
せ
た
適
切
な
業
務
の
割
り
振
り
や
作
業

環
境
の
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
働
き
手
の
多
様
性

を
尊
重
し
、
幸
せ
・
働
き
が
い
・
生
産
性
向
上
の
た
め

に
高
齢
者
雇
用
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

※３　斎藤一「向老者の機能の特性 停年制問題を背景に考えて」『労働の科学』22号（1967年）

0

1

2

3

年齢（歳）

転
倒
災
害
発
生
率
（
千
人
率
）

15
〜
19

20
〜
24

25
〜
29

30
〜
34

35
〜
39

40
〜
44

60
〜
64

45
〜
49

50
〜
54

70
〜
74

80
〜
84

55
〜
59

65
〜
69

85
〜

75
〜
79

女性

男性

0.290.29

0.200.20

0.210.21

0.170.170.150.15 0.210.21

0.240.24 0.280.28 0.330.33

0.300.30

0.400.40

0.430.43

0.530.53 0.660.66

0.840.84

0.830.83

2.062.06

2.672.67
2.842.84

1.451.45

1.171.17

1.421.42

1.311.31 1.381.38

0.240.24

0.160.16 0.840.84 1.031.03

2.612.61

1.961.96

※厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」より筆者作成

図表3　各年齢階級の労働者の転倒災害（千人率）

※パーセンテージの総和は四捨五入により100％にならない場合がある
※厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」より筆者作成

図表2　年齢階級・性別の転倒災害（2022年）

年齢 男性 女性 全体

全体 , n 14,365 20,930 35,295

15 ～ 39歳 2,792（19％） 1,755（8％） 4,547（13％）

40～ 59歳 6,404（45％） 8,885（42％） 15,289（43％）

60 歳以上 5,169（36％） 10,290（49％） 15,459（44％）

60 ～ 64歳 1,951（14％） 3,908（19％） 5,859（17％）

65～ 69歳 1,510（11％） 3,154（15％） 4,664（13％）

70歳以上 1,708（12％） 3,228（15％） 4,936（14％）



特集 新任人事担当者のための高齢者雇用入門

の
優
先
度
を
高
く
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
転
ぶ
」

こ
と
自
体
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
だ
れ
で
も
経
験
し
ま

す
。
労
働
者
の
な
か
で
も
、
若
年
層
で
は
転
倒
で
大
け

が
に
は
至
ら
な
い
場
合
が
多
く
、
軽
度
な
問
題
と
考
え

ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
高
齢
者
が
転
倒
す
る
と
、

骨
折
や
頭
部
外
傷
な
ど
の
重
大
な
け
が
に
つ
な
が
る
た

め
、
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
転
倒
災
害
は

労
働
災
害
で
あ
る
と
い
う
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
が
何
よ
り

も
重
要
で
す
。

加
齢
に
よ
る
身
体
機
能
の
低
下

加
齢
に
よ
る
身
体
機
能
の
低
下

3高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す

が
、
加
齢
に
と
も
な
う
身
体
機
能
の
低
下
は
そ
の
な
か

で
も
最
も
顕
著
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
人
は
、
年
齢
を

重
ね
る
と
筋
力
や
柔
軟
性
が
低
下
し
、
体
力
の
減
退
や

バ
ラ
ン
ス
の
悪
化
な
ど
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
然

の
摂
理
で
あ
り
、「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」と
い
う
こ

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
の
身
体
機
能
に
関

し
て
、
若
年
齢
と
高
年
齢
の
労
働
者
を
統
一
指
標
で
直

接
比
較
し
た
場
合
※３
、
20
〜
24
歳
を
１
０
０
％
と
す
る

と
、
55
〜
59
歳
で
心
肺
・
代
謝
機
能
80
〜
90
％
、
敏び

ん

捷し
ょ
う

性
・
運
動
調
節
能
力
60
〜
80
％
、
関
節
可
動
域
60
〜

90
％
、
筋
力
60
〜
70
％
、
認
知
機
能
50
〜
60
％
、
そ
し

て
感
覚
・
平
衡
機
能
が
30
〜
50
％
ま
で
低
下
し
ま
す
。

注
目
す
べ
き
は
、
高
齢
者
は
視
覚
、
位
置
覚
、
平
衡

覚
な
ど
の
平
衡
機
能
の
低
下
が
著
し
い
こ
と
で
す
。
健

診
項
目
に
は
平
衡
機
能
検
査
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
自

動
車
製
造
業
車
両
製
造
部
所
属
の
20
〜
64
歳
の
２
５
９

２
人
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
※４
、
20
代
の
バ
ラ
ン
ス

と
比
較
す
る
と
、
60
代
で
敏
捷
性
が
69
％
、
閉
眼
片
足

立
ち
機
能
が
28
％
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
高
齢
労
働

者
は
、
ふ
ら
つ
き
が
大
き
く
、
視
覚
を
使
わ
な
い
反
射

的
な
危
険
回
避
が
苦
手
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

転
び
そ
う
に
な
っ
て
も
、
咄
嗟
に
反
対
側
の
足
で
ふ
ん

張
れ
ず
、
受
け
身
が
と
れ
ず
に
頭
か
ら
転
倒
し
大
け
が

に
つ
な
が
り
ま
す
。

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

ふ
ま
え
た
職
場
で
の
工
夫
や
ポ
イ
ン
ト

ふ
ま
え
た
職
場
で
の
工
夫
や
ポ
イ
ン
ト

4国
の
政
策
と
し
て
も
２
０
２
０
年
に
「
高
年
齢
労
働

者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
エ

イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）※5
が
示
さ
れ
て

お
り
、
第
14
次
労
働
災
害
防
止
計
画
（
２
０
２
３
〜
２

０
２
７
年
度
）で
も
高
年
齢
労
働
者
の
転
倒
対
策
が
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン

ト
に
気
を
つ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
転

倒
災
害
に
は
以
下
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
※4
※6
。

■
社
会
管
理
的
要
因
（
環
境
）
…
整
理
・
整
頓
、
焦

り
・
規
則
違
反
、
職
場
風
土
な
ど

■
外
的
要
因
（
環
境
）
…
床
面
摩
擦
凹
凸
・
段
差
、
手

す
り
、
照
明
、
通
路
幅
な
ど

■
内
的
要
因
（
個
人
）
…
運
動
機
能
低
下
、
視
覚
機
能

低
下
、
身
体
・
精
神
的
疾
患
、
服
薬
状
況
な
ど

■
傷
害
増
幅
要
因
（
個
人
）
…
身
体
強
度
・
耐
性
、
回

避
能
力
（
敏
捷
性
）
、
骨
強
度
、
内
臓
耐
性
な
ど

何
よ
り
も
最
初
は
環
境
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
で
す（
社
会
管
理
的
要
因
、外
的
要
因
）。
例
え
ば
、

「
走
る
と
危
な
い
の
で
走
ら
な
い
」、「
床
に
物
や
コ
ー

ド
が
散
乱
し
て
い
る
と
つ
ま
ず
く
の
で
整
理
整
頓
」、

「
床
が
濡
れ
て
い
れ
ば（
雨
の
日
な
ど
も
）滑
る
の
で
掃

除
」、「
階
段
の
移
動
は
手
す
り
を
持
つ
」、「
段
差
が
あ

れ
ば
段
差
を
な
く
す（
む
ず
か
し
い
場
合
は
ト
ラ
テ
ー

プ
な
ど
の
目
印
）」、「
薄
暗
け
れ
ば
照
明
を
つ
け
る
」

な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に
あ
た
り
前
の
こ
と
を
あ
た
り

前
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

一
方
で
、
労
働
災
害
の
発
生
確
率
そ
の
も
の
が
悪
化

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
※7
。

そ
の
た
め
、
個
人
の
側
面
（
内
的
要
因
、
傷
害
増
幅
要

因
）、
心
身
機
能
低
下
な
ど
も
考
慮
し
た
総
合
的
な
対

策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
健
康
診
断
の
結
果
に

基
づ
き
、き
ち
ん
と
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

健
康
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
身
体
機
能
の
実
測
値
と
自
己
認

識
値
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
知
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
※8
。
身

体
機
能
の
実
測
値
が
自
己
認
識
よ
り
も
低
く
な
る
と
、

労
働
災
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
加

齢
に
よ
り
、
閉
眼
バ
ラ
ン
ス
や
敏
捷
性
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

顕
著
に
な
る
た
め
、
自
分
の
身
体
機
能
を
き
ち
ん
と
知

り
、
リ
ス
ク
を
正
し
く
恐
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
エ

イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
参
考
に
、

環
境
改
善
の
第
一
歩
に
取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

お
わ
り
に

お
わ
り
に

570
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
が
進
む
な
か
、
ま
す
ま

す
高
齢
者
の
労
働
力
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
齢

者
の
雇
用
は
、
企
業
の
持
続
可
能
な
成
長
に
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
の
健
康
状
態
や
能
力
を
、
労
働
者

も
事
業
者
も
相
互
的
に
正
し
く
把
握
し
理
解
し
、
個
別

の
状
態
に
合
わ
せ
た
適
切
な
業
務
の
割
り
振
り
や
作
業

環
境
の
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
働
き
手
の
多
様
性

を
尊
重
し
、
幸
せ
・
働
き
が
い
・
生
産
性
向
上
の
た
め

に
高
齢
者
雇
用
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

※4　川越隆「転倒災害の現状と対策」『日本転倒予防学会誌』6巻3号（2020年）
※5　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html
※6　永田久雄『「転び」事故の予防科学』（労働調査会・2010年）
※7　津島沙輝ら「労働災害の年齢調整発生率の推移：公開統計を用いた分析」『産業医学ジャーナル』46巻４号（2023年）
※8　財津將嘉「高年齢労働者の労災防止対策 - 産業医はココに注意」『日本医事新報』 5170号（2023年）
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特集 新任人事担当者のための高齢者雇用入門

「
65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
」
は
、
65
歳
以
上
へ
の

定
年
引
上
げ
等
を
行
う
事
業
主
、
高
年
齢
者
の
雇
用
管

理
制
度
の
整
備
を
行
う
事
業
主
、
高
年
齢
の
有
期
契
約

労
働
者
を
無
期
雇
用
に
転
換
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、

国
の
予
算
の
範
囲
内
で
助
成
す
る
も
の
で
あ
り
、「
生

涯
現
役
社
会
」
の
構
築
に
向
け
て
、
高
年
齢
者
の
就
労

機
会
の
確
保
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

共
通
の
要
件
は
、
雇
用
保
険
適
用
事
業
所
の
事
業
主

で
あ
る
こ
と
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す

る
法
律
第
８
条
、
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て

い
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
助
成
金
は
次
の
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
コ
ー
ス
に
分
け
ら
れ

ま
す
。65

歳
超
継
続
雇
用
促
進
コ
ー
ス

Ⅰこ
の
コ
ー
ス
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、

次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
を
就
業
規
則
等
に
規
定
し
、

実
施
し
た
場
合
に
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
65
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
上
げ

②
定
年
の
定
め
の
廃
止

③
希
望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
66
歳
以
上
の
継
続
雇
用

制
度
の
導
入

④
他
社
に
よ
る
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

◆
支
給
額

実
施
し
た
制
度
、
引
き
上
げ
た
年
数
、
対
象
被
保
険

者
数
に
応
じ
て
図
表
１
・
2
の
額
を
支
給
し
ま
す
。

高
年
齢
者
評
価
制
度
等
雇
用
管
理
改
善
コ
ー
ス

Ⅱこ
の
コ
ー
ス
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、

高
年
齢
者
の
雇
用
の
推
進
を
図
る
た
め
に
雇
用
管
理
制

度
（
賃
金
制
度
、
健
康
管
理
制
度
等
）
の
整
備
に
か
か

る
措
置
を
実
施
し
た
場
合
に
、
措
置
に
要
し
た
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
（
図
表
3
）。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
雇
用
管
理
整
備
計
画
書
を
提
出

し
、
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
支
給
額

支
給
対
象
経
費
（
上
限
50
万
円
）
に
60
％
（
中
小
企

業
以
外
は
45
％
）
を
乗
じ
た
額
を
支
給
し
ま
す
。
初
回

の
支
給
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
措
置
の
実
施
に

50
万
円
の
費
用
を
要
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す（
２
回

目
以
降
は
50
万
円
を
上
限
と
す
る
実
費
）。

高
年
齢
者
無
期
雇
用
転
換
コ
ー
ス

Ⅲこ
の
コ
ー
ス
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、

50
歳
以
上
で
定
年
年
齢
未
満
の
有
期
契
約
労
働
者
を
転

換
制
度
に
基
づ
き
、
無
期
雇
用
労
働
者
に
転
換
さ
せ
た

場
合
に
、対
象
者
数
に
応
じ
て
一
定
額
を
助
成
し
ま
す
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
無
期
雇
用
転
換
計
画
書
を
提
出

し
、
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
支
給
額

対
象
労
働
者
１
人
に
つ
き
30
万
円（
中
小
企
業
以
外

は
23
万
円
）を
支
給
し
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構（
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
）　

高
齢
者
助
成
部

65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
に
つ
い
て
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助
成
金
の
詳
細
に
つ
い
て

こ
の
助
成
金
の
支
給
要
件
等
の
詳
細
は
、
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
各
コ
ー
ス

の
申
請
様
式
や
支
給
申
請
の
手
引
き
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
制
度
説
明
の
動
画
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

こ
の
助
成
金
に
関
す
る
お
問
合
せ
や
申
請
は
、
Ｊ
Ｅ

Ｅ
Ｄ
の
都
道
府
県
支
部
高
齢・障
害
者
業
務
課
（
東
京・

大
阪
は
高
齢
・
障
害
者
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
、
連
絡
先
は

本
誌
65
ペ
ー
ジ
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

（注）旧定年年齢、継続雇用年齢が70歳未満の場合に支給します。

※   申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と表中の支給上限額いずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業
主が全額負担していることが要件となります。

（注）他の事業主における継続雇用年齢が70歳未満の場合に支給します。

JEED　高齢助成金 検 索

https://www.jeed.go.jp

助成金の説明動画はコチラ

https://www.youtube.com/
watch?v=Qvls2Wo9mVU

図表１　65歳超継続雇用促進コース
定年の引上げまたは定年の廃止、継続雇用制度の導入

65歳への
定年の
引上げ

66～69歳への
定年の引上げ 70歳以上

への
定年の

  引上げ（注）

定年の
定めの

   廃止（注）

66～69歳
への

継続雇用の
引上げ

70歳以上
への

継続雇用の
引上げ（注）5歳未満 5歳以上

1～3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円 15万円 30万円

4～6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円 25万円 50万円

7～9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円 40万円 80万円

10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円 60万円 100万円

措置内容

対象
被保険者数

措置内容 66～69歳への継続雇用の引上げ 70歳以上への継続雇用の引上げ（注）

支給上限額 10万円 15万円

図表２　65歳超継続雇用促進コース
他社による継続雇用制度の導入（上限額）

図表３　高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者雇用管理整備措置の種類 支給対象経費
高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善

● 高年齢者の雇用管理制度の導入等（労働協約または就業規則の作
成・変更）に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントと
の相談に要した経費

● 上記の経費のほか、左欄の措置の実施にともない必要となる機
器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費（計画実
施期間内の6カ月分を上限とする賃借料またはリース料を含む）

労働時間制度の導入・改善

在宅勤務制度の導入・改善

研修制度の導入・改善

専門職制度の導入・改善

健康管理制度の導入

その他の雇用管理制度の導入・改善



特集 新任人事担当者のための高齢者雇用入門

※
次
の
ア
と
イ
が
該
当
し
ま
す

ア
「
情
報
処
理
・
通
信
技
術
者
」
ま
た
は
「
そ
の
他
の
技
術
の
職
業
」

（
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
に
か
ぎ
る
）
に
該
当
す
る
業
務

　
イ
「
研
究
・
技
術
の
職
業
」
に
該
当
す
る
業
務

（
脱
炭
素
・
低
炭
素
化
な
ど
に
関
す
る
も
の
に
か
ぎ
る
）

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

（
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
）

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
就
職
困
難
者
を
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
な
ど
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労

働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
助
成
金
の
対
象
と
な
る
高
齢
者
は
、
60
歳
以
上
の

方
で
す
。

高
齢
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
の
助
成
対
象
期
間
は
１

年
間
で
、
支
給
対
象
期
（
６
カ
月
間
）
ご
と
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
支
給
額
は
「
短
時
間
労
働
者
以
外
」（
１
週

間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
）
と
「
短
時
間
労

働
者
」（
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
30

時
間
未
満
の
者
）
で
異
な
り
、
中
小
企
業
が
短
時
間
労

働
者
以
外
を
雇
用
す
る
場
合
、
60
万
円
を
2
期
に
分
け

て
30
万
円
ず
つ
（
中
小
企
業
以
外
は
50
万
円
を
2
期

に
分
け
25
万
円
ず
つ
）
支
給
さ
れ
ま
す
。

中
小
企
業
が
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
は
、

40
万
円
を
2
期
に
分
け
20
万
円
ず
つ（
中
小
企
業
以
外
は

30
万
円
を
２
期
に
分
け
て
15
万
円
ず
つ
）支
給
さ
れ
ま
す
。

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

（
成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育
成
コ
ー
ス
）

【
成
長
分
野
】と【
人
材
育
成
】の
二
つ
の
メ
ニ
ュ
ー
が

あ
り
、【
成
長
分
野
】は
、
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
就

職
困
難
者
を
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
紹
介
に
よ
り
雇

い
入
れ
て
、「
成
長
分
野
の
業
務
※
」に
従
事
さ
せ
、
人

材
育
成
や
職
場
定
着
に
取
り
組
む
場
合
に
支
給
さ
れ
ま

す
。【
人
材
育
成
】
は
、
未
経
験
の
就
職
困
難
者
を
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
紹
介
に
よ
り
雇
い
入
れ
て
、
人

材
開
発
支
援
助
成
金
に
よ
る
人
材
育
成
を
行
い
、
賃
上

げ
を
行
っ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
も
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
ほ
か
の

コ
ー
ス
の
1
・
5
倍
の
助
成
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

高
年
齢
労
働
者
処
遇
改
善
促
進
助
成
金

就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
高
年
齢
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る

賃
金
に
関
す
る
規
定
ま
た
は
賃
金
テ
ー
ブ
ル
（
以
下
、

賃
金
規
定
等
）を
増
額
改
定
し
、
高
年
齢
雇
用
継
続
基

本
給
付
金
の
受
給
総
額
を
減
少
さ
せ
る
事
業
主
に
対
し

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額
は
、
賃
金
規
定
等
改
定
前
後
を
比
較
し
た
高

年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の
減
少
額
に
以
下
の
助
成

率
を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま
す
。

・
２
／
３
（
中
小
企
業
以
外
は
１
／
２
）

（
注
）
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て

な
お
、
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
算
定
対
象
労
働
者
の

1
時
間
当
た
り
の
賃
金
を
60
歳
時
点
の
賃
金
と
比
較
し

て
75
％
以
上
に
増
額
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
、

増
額
改
定
後
の
賃
金
規
定
等
を
継
続
し
て
運
用
し
て
い

る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す（
２
０
２
４〈
令
和
６
〉年
度
末
で
終

了
予
定
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
労
働
局

ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
雇
用
促
進
等
の
た
め
の
そ
の
他
の
助
成
金

編集部

当
機
構
（
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
）
の
「
65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
」
の
ほ
か
に
も
、
高
齢
者
を
雇
用
し
た
場
合
の
「
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
（
特
定
就
職
困

難
者
コ
ー
ス
）、（
成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育
成
コ
ー
ス
）」、
高
年
齢
労
働
者
の
賃
金
の
増
額
な
ど
を
行
い
、
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の
受
給
総
額

を
減
少
さ
せ
た
場
合
の「
高
年
齢
労
働
者
処
遇
改
善
促
進
助
成
金
」が
あ
り
ま
す
。い
ず
れ
も
都
道
府
県
労
働
局
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
支
給
窓
口
と
な
り
ま
す
。
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70歳雇用推進プランナー70歳雇用推進プランナー
高年齢者雇用アドバイザ高年齢者雇用アドバイザーーののご案内ご案内

70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーとは

70歳までの就業機会の確保（令和3年4月より努力義務化）などに向けた
高齢者の戦力化のための条件整理について、ご相談ください！

●急速な高齢化による生産年齢人口の減少

●高齢者の高い就業意欲

人口統計によれば、今後、生産年齢人口（15～64歳）は
減少の一途をたどり、企業の人材確保はますます困難に
なっていきます。

60歳以上への意識調査では過半数の人が「65歳を超え
ても働きたい」と回答しています。

※

なぜ高齢者の戦力化が必要なの？

※ 令和５年4月より「65歳超雇用推進プランナー」から名称変更しました。

お問合せ先　  JEED都道府県支部高齢・障害者業務課   までお問合せください。

その他のサービス

相談・助言

企画立案等サービス

提案

◆雇用力評価ツールによる課題などの見える化

高齢者の活用に必要な環境の整備に関する
専門的かつ技術的な相談・助言を行っています。

70歳までの就業機会確保などに向けた高齢者戦
力化のための定年引上げや継続雇用延長などの
制度改定に関する具体的な提案を行っています。

◆他社の取組みにおける好事例の提供

簡単なチェック内容に回答いただくだけで、高齢者を活用する
うえでの課題を見出し、解決策についてアドバイスします。

▶ 人事管理制度の整備に関すること
▶賃金、退職金制度の整備に関すること
▶職場改善、職域開発に関すること
▶能力開発に関すること
▶健康管理に関すること
▶その他高齢者等の雇用問題に関すること

▶課題の洗い出し
▶具体的な課題解決策の提案
▶制度見直しのメリットを見える化
▶制度整備に必要な規則例などの提供

専門性を活かして人事・労務管理上の諸問題について具体的な
解決策を作成し、高齢者の雇用・活用等を図るための条件整備
をお手伝いします。
中高齢従業員の就業意識の向
上などを支援するために、貴
社の要望に合った研修プラン
をご提案し、研修を行います。
（経費の 1/2 を機構〈JEED〉
が負担します）

同業他社の取組みが気になりませんか？
ほかの会社がどういった取組みを行っているのか、貴社の参考
となる事例を提供します。

高齢者の雇用に関する専門知識や経験などを持っている
専門家です。
社会保険労務士 中小企業診断士 経営コンサルタント 人事労務管理担当経験者 など

無料

無料 有料

急速な高齢化による生産年齢人口の減少
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高齢者の雇用に関する専門知識や経験などを持っている

など

無料



独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://www.jeed.go.jp/

『エルダー』のバックナンバーはホームページから

ご覧いただけます。

高齢者雇用の総合誌 『エルダー』

のほか、障害者と雇用 『働く広場』

も発行しています。

機構広報ページへはココから

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大阪支部

〒566-0022
大阪府摂津市三島1丁目2番1号
関西職業能力開発促進センター内

TEL06-6383-0949（代表） FAX06-6383-0037
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